
土 地 売 買 契 約 書（案） 

  

売渡人 小松島市（以下「甲」という。） と買受人      （以下「乙」と

いう。）とは、次の条項により土地売買契約を締結する。 

  

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（売買の対象物件） 

第２条 甲は、その所有する次に表示する土地（以下「本物件」という。）を次条の

売買代金により乙に売り渡し、乙は、これを買い受ける。 

所   在   地 地    目 実 測 地 積（㎡） 

小松島市中郷町字加藤１３１番２ 宅 地 １，０３９．０３ 

２ 乙は、別に公表されている本物件の「小松島市有地先着順売払実施要領」（以下

「本実施要領」という。）の記載内容について、これを了解したうえで本物件を買

い受けるものとする。 

（売買代金） 

第３条 本物件の売買代金は、金       円とする。 

（契約保証金） 

第４条 乙は、契約の締結までに契約保証金として金       円を甲に納付し

なければならない。 

２ 前項の契約保証金は、第１５条に規定する損害賠償額の予定又はその一部と解釈

しないものとする。 

３ 第１項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 

４ 甲は、乙が次条に規定する義務を履行したときは、第１項の契約保証金を前条の

売買代金の一部に充当するものとする。 

５ 乙が次条に規定する義務を履行しないときは、第１項の契約保証金は、甲に帰属

するものとする。 

 （売買代金の納付） 

第５条 乙は、第３条の売買代金のうち、前条第１項の契約保証金を除いた金      

円を甲の発行する納入通知書により、甲の指定する期日（令和 年 月 日）まで

に納付しなければならない。 

 （所有権の移転及び引渡し） 

第６条 本物件の所有権は、乙が第３条の売買代金の全額を納付したときに、甲から

乙に移転するものとする。 

２ 本物件は、前項の規定により所有権が移転したときに、現状有姿のまま甲から乙

に引渡すものとする。 

  



 

（所有権移転登記の嘱託及びその費用） 

第７条 乙は、前条の規定により本物件の所有権が移転した後、速やかに本物件の所

有権の移転登記に必要な書類を甲に提出し、甲に対してその移転登記を請求するも

のとする。  

２ 甲は、前項の規定による乙の請求により遅滞なく本物件の所有権の移転登記を所

轄法務局に嘱託するものとする。この場合に所有権移転登記に要する登録免許税そ

の他の費用は、すべて乙の負担とする。  

（危険負担） 

第８条 乙は、契約締結日から第６条に定める引渡しが完了するときまでの間におい

て、本物件が甲の責めに帰することができない事由により滅失し、又は毀損した場

合は、甲に対して、売買代金の減額、損害賠償又は契約の解除を請求することがで

きない。 

（契約不適合責任） 

第９条 乙は、この契約の締結後、本物件に数量の不足、品質上の問題その他この契

約内容に適合しない状態があることを発見しても、甲に対して、履行の追完請求、

売買代金の減額請求、損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることができないも

のとする。ただし、乙が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に

規定する消費者に該当する場合には、本物件の引渡しの日から２年間はこの限りで

はない。 

（用途制限） 

第１０条 乙は、本物件を次の各号に掲げる用途に使用してはならない。 

（１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特

殊営業その他これらに類する業の用途 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団又はその他反社会的団体及びそれらの構成員の

活動のために利用する施設の用途 

（３） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１

４７号）第５条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用途 

（４） 土壌汚染、大気汚染、水質汚染、騒音、振動、臭気その他周辺環境に支障を

及ぼす用途 

２ 乙は、第三者に本物件を売却する場合、貸し付ける場合その他名目を問わず使用

収益させる場合は、前項に規定する用途の制限を書面によって継承させるものと

し、当該第三者に対して同項に規定する用途に使用をさせてはならない。 

 （実地調査等） 

第１１条 甲は、前条に規定する事項のほか、この契約の履行状況について必要があ

ると認めるときは、実地調査し、又は乙に対し所要の報告を求めることができる。

この場合において、乙は、調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならな

い。 



 

（違約金） 

第１２条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する金額を

違約金として、甲の指定する期日までに甲に支払わなければならない。 

（１） 第１０条に規定する義務を履行しなかったときは、第３条の売買代金の１００

分の３０に相当する金額（円未満切捨て） 

（２） 前号の場合を除き、この契約に規定する義務を履行しなかったときは、第３条

の売買代金の１００分の１０に相当する金額（円未満切捨て） 

２ 前項の違約金は、第１５条に規定する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな

いものとする。 

 （契約の解除） 

第１３条 甲は、乙がこの契約に違反したときは、いつでも契約を解除することがで

き、乙は、甲に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、前項によりこの契約を解除された場合において、本物件に支出した有益

費、必要費その他一切の費用を甲に請求することはできない。 

３ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じるこ

とがあっても、その賠償の責めを負わないものとする。 

 （原状回復義務） 

第１４条 乙は、甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、甲の指定する期

日までに、乙の負担において本物件を原状に回復して甲に返還しなければならな

い。ただし、甲が本物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現

状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項の規定により本物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに

本物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第１５条 甲は、乙がこの契約に規定する義務を履行しないため、損害を受けたとき

は、乙にその損害に相当する金額を損害賠償として請求することができる。 

 （売買代金等の返還） 

第１６条 甲は、第１３条の規定によりこの契約が解除されたときは、既納の売買代

金を乙に返還するものとする。ただし、当該返還金には、利息を付さない。 

２ 甲は、第１３条の規定によりこの契約を解除したときは、乙の負担した契約締結

に要する費用は、返還しない。 

（契約に関する紛争の解決） 

第１７条 この契約の内容又は契約の履行に関し、関係者から異議の申し出があった

ときは、乙は責任をもって解決するものとする。 

（費用の負担） 

第１８条 この契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用（収入印紙を含

む。）及び売買土地引き渡し後の公租公課は、すべて乙の負担とする。 

 （管轄裁判所） 

 



 

第１９条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所

の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 

 （疑義の決定） 

第２０条 この契約に関し疑義が生じたとき又はこの契約書に定めのない事項につい

ては、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

 

 

この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各

自その１通を保有する。 

       

令和  年  月  日 

 

甲   徳島県小松島市横須町１番１号 

小松島市 

小松島市長   中 山 俊 雄  ㊞ 

                       

                  乙 

                                       

㊞ 


